
ハザードマップを作成・更新しました
ため池ハザードマップを作成しました

　 福岡県が指定した須恵町に39か所ある「防災重点農業用た
め池」のハザードマップを作成しました。

　 　ため池が決壊することは絶対にあってはならないため、
須恵町では農業用ため池の耐震診断、劣化状況調査および
低水管理を行い、管理保全に努めています。しかし、近年
の想定外の大雨や地震などにより「万が一」の事態が発生する場合があります。この「ため池ハザードマップ」は、
そのような事態に備えて自分や家族の命を守るために役立つ情報を提供するものです。

防災ハザードマップを更新しました
　須恵町は福岡県の氾濫推定図公表（令和3年5月31日）に伴い、防災ハザードマップを更新しました。
　 　このマップは、これまで福岡県より指定されている土砂災害警戒区域に加え、新た

に福岡県より公表された氾濫推定図を表示しています。

マップの配布について
　これらのマップを5月下旬までに全世帯に配布します。
　マップは、須恵町ホームページにも掲載しています。
　 　ハザードマップは、あくまで被害を想定したものであり、実際の災害による被害は、想定を上回る可能性がある

ことに留意する必要があります。緊急時などの迅速な状況把握や避難行動につなげる基礎的な情報として参考にし
てください。災害による被害を防ぎ、また最小限にするためには、まず、自宅や地域で起こりうる災害を知ること
が大切です。日ごろから家族や地域で話し合い、家から避難所までの経路や家族の連絡先を確認しておきましょう。

問い合わせ先
ため池ハザードマップ　地域振興課 農業振興係　☎ 932-1438（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線213）
防災ハザードマップ　　総務課 防災対策室　　　☎ 932-1152（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線318・321）

須恵町
ホームページ

須恵町自然食普及センターなちゅらすでは、無添加・オーガニック商品を中心にカラダにやさしい商品を
取り扱っています。

◦国産五彩ひじき ……  �ひじき、切干大根、れんこん、人参、椎茸の国内産原料をバランスよ
くブレンドした便利な乾燥素材です。水で戻して煮物、炊き込みご
はん、オムレツなどさまざまな料理の材料として便利な商品です。

◦有精卵 ………………  �下郷農協の有精卵。のびのびと健康的に育った鶏が生んだ味の濃い卵です。�
人気商品のため、売り切れる場合がありますので予約注文がお薦め。�
詳しくはお店にお問い合わせください。

須恵町自然食普及センター からのお知らせ

今月の　　　　　おすすめ商品

須恵町大字上須恵1167番地3
地域活性化センター（オイコス）内　☎ 933-1709
営 業 日： 月曜〜土曜
営業時間： 9時〜16時30分
定 休 日： 日曜、祝日、お盆、年末年始

自然食普及センター 
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国産五彩ひじきと調味料を炊飯器に
入れて炊くだけの簡単ちらし寿司。

レシピは店頭においています！

今月のおすすめ料理 
炊き込みちらし寿司
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問 住民課 国民年金係　☎ 932-1467（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線116）

　20歳になると国民年金保険料を納めなければなりませんが、所得の少ない学生である場合、納付を猶予する
制度（学生納付特例制度）があります。
　4月から、令和4年度（令和4年4月～翌年3月）の申請受付が始まりましたので、希望する人は、手続きをして
ください。
学生納付特例を申請するメリット
①在学中にけがや病気で障がいが残った際に、障害基礎年金を請求することができます。
② 老齢年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に含まれます。
　 ※ ただし、免除ではなく、納付を猶予する制度なので、学生納付特例を受けた期間は、将来受け取る年金額に

は反映されません。
　　年金額を増やしたい場合は、10年間さかのぼって納付することができます。
▶ 必要なもの　 学生証（もしくは在学証明書）、年金手帳、認印（代理人が申請する場合）
▶ 注　意　点　・前年度に申請した人も、毎年申請が必要ですので、必ず申請をしてください。
　 　　　　　　・学生納付特例を受けられるかは、前年中の所得を審査して決定します。
過去２年間で申請し忘れた人は、今すぐ申請してください。
　令和2年度、令和3年度の申請を忘れていた人は、当時学生だったことを証明できるもの（学生証や在学証明証、
卒業証書など）を持って、今すぐ手続きをしてください。

国民年金からのお知らせ
令和4年度 学生納付特例の申請受付が始まります。

問 福祉課　☎ 932-1493（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線125）

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、次のとおり在宅高齢者支援サービスを行います。
※ サービスを利用するには、原則として事前申請が必要です。また、利用を希望するサービスによっては、調査を

受ける必要があります。

在宅高齢者への支援サービス

内　容 要調査 対象者 利用回数 支給金額・利用料

食の自立支援サービス（配食サービス）
自宅に弁当を配達し、安否確認を行い
ます。

●
65歳以上のひとり暮らしや高齢者の
みの世帯で、調理をすることが困難
であり、介護保険サービス利用者ま
たは重度の障がいがある人

週7食を
限度

補助額（1食当たり250円）を
超えた額は自己負担

緊急通報システム
緊急通報装置を貸与して緊急時におけ
る連絡手段の確保を行います。

●
70歳以上のひとり暮らしや高齢者の
みの世帯で心身の障がいや疾病など
があり、定期的に安否確認が必要な人

― 電話の基本料金・通話料金

介護用品（紙おむつ）給付
常時おむつの必要な在宅の高齢者に、紙
オムツなどを給付します。

●
65歳以上の在宅の高齢者で、介護認
定において要介護度3以上または重
度の障がいがあり、常時おむつが必
要な人

― 非課税世帯：上限5千円／月
課税世帯　：上限3千円／月

高齢者等住宅改造費助成
高齢者に配慮した住宅に改造する場合、
改造費用の一部を助成します。

●
要介護者・障がいがある人など、町県
民税非課税世帯で、介護保険の居宅
住宅改修費の支給額を上回る場合

1世帯
当たり

1回
30万円を限度に支給

はり・きゅう施術料補助
はり・きゅう施術費の一部を助成します。 65歳以上 月4回を

限度
1回当たり施術費の半額で、
限度額1,500円

介護手当
寝たきり状態にある高齢者を常時介護し
ている人に対して介護手当を支給します。

●
居宅で寝たきり状態にある要介護4
以上の人（65歳以上）を常時介護して
いる同居のご家族

― 1万円／月

徘徊高齢者探してメール
徘徊のおそれのある高齢者をあらかじ
め登録し、行方不明となった場合に捜索
メールを配信します。

認知症により徘徊のおそれのある高
齢者など ― ―
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役場からのインフォメーション i
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